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�愛媛県告示第１０８７号
私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第１０条第１項の規定による

愛媛県私立学校審議会委員の定数は、１２人とし、平成２０年７月２１日

から施行し、愛媛県私立学校審議会委員定数の変更（平成１２年７月

愛媛県告示第１１１５号）は、平成２０年７月２０日限り、廃止する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０８９号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

久万高原町河の子１９７から２００まで、２０３から２０５まで、２

０７から２１４まで、２７１、渋草１３２４、１３２５、１３９９、１４００、１４７０、

笠方２７９８

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

�愛媛県告示第１０８８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキＥＸ新居浜 新居浜市瀬戸町甲４０
７５番地

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

三菱ＵＦＪ信託銀行
株式会社
代表取締役
上原 治也

三菱ＵＦＪ信託銀行
株式会社
代表取締役
岡内 欣也

平成２０年
６月２６日

平成２０年
７月８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

� 目 次 �
告 示

○ 愛媛県私立学校審議会委員定数の変更…………………………………８０２

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………８０２

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知……………………………８０２

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………８０３

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………８０３

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………８０３

○ 道路の区域変更（県道瀬田八多喜停車場線）…………………………８０４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………８０４

○ 道路の区域変更（県道大洲長浜線）……………………………………８０４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………８０４

公 告

○ 危険物取扱者法定講習会の実施…………………………………………８０５

発 行 愛 媛 県

教育委員会規則

○ 愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則……………８０６

告 示
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� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

久万高原町河の子６、１０、１３、１６、２８、２９、３８、４１から４３ま

で、４９から５２まで、２１９から２２１まで、２２９、２３１、２３３から

２３５まで、２５０から２５４まで、２５７、２５８、２６７、２６８、２７０、

２７２、２８５、２９０、３０３の１、３０４、３０５、３１１、３１７、３３１、

３３２、３３４から３３６まで、３４１、３４２の１、３４３、３４４、３４５

の１、３４６の１、３４６の２、３４７から３４９まで、３５２、３５４、

３５６、３５７、３５９から３６１まで、３６２の１から３６２の３まで、

３６４から３６６まで、３７０から３８０まで、３８４、３８６、３９０の１、

３９０の２、３９１、３９２、３９４から３９６まで、４０１、４０３、４０５、

４０６、４０８から４１１まで、４１５、４１８から４２０まで、４２３から

４２５まで、４２７、４３０、４３２、４３３、４３８、中組１、１０７、１

０９から１１４まで、１１７から１２２まで、１２４、１２６、１３４、１３５、

１４１、１４３、１４７から１５０まで、１６１から１６４まで、１６６から

１７７まで、１８３から１８５まで、２１５、２１６、２３１、２３２、２３５、

２４２、２５７、２５８、２６０、２７０、２７６、２７７、２７９、２８３、２

８８、２９１、２９３、２９８から３０２まで、３１４、３１９、３２０、３２５、

３２８、３２９、４１６から４１８まで、４３３、４４７から４５０まで、４

５５、２９０９、２９１４から２９１７まで、２９２２の１、２９２２の２、２９２５、２９

２６、２９３６、２９４０、２９４１、２９５２、２９５６、２９５７、２９５９から２９６７まで、

２９７０、２９７１、２９７４、２９７５、２９７７、２９７８、２９９７、３００１、３００２、３０

０５、３００６、笠方２５６２の１、２６０７、２６０８、２６４６から２６４９まで、２６

６８、２６７０から２６７２まで、２７４６から２７４９まで、２７７１の１、３２７５、

３２８３、３２８５、３２９０、３２９１、３３１１、３３１６

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

松山市米野町乙５０の２、乙５２から乙５７まで、乙５８の２、乙１

０７から乙１１０まで、乙１１１の６、乙１１２の１、乙１１３から乙１

１８まで、乙１８８の１から乙１８８の３３まで、乙１８９から乙１９１ま

で、乙１９２の１から乙１９２の２７まで、乙１９３の１から乙１９３の

３０まで、乙１９４、乙１９５、乙１９６の１から乙１９６の１２まで、乙

１９７

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

並びに松山市役所及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０９０号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年７月１８日から８月１日まで

�������
�愛媛県告示第１０９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年７月１８日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�愛媛県告示第１０９２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第２３７１号 平成１９年
１０月２９日 �木熊建設 木熊 良生 宇和島市川内甲１９２２－１ 平成２０年

６月２日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
舗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１７）第４８６５号 平成１７年
９月２４日 朝日建設� 朝日 豊 八幡浜市日土町２－１０－

２
平成２０年
６月９日

土木工事業
建築工事業
管工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２０年７月１８日 第１９８２号

８０３
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�愛媛県告示第１０９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月１８日

（般－１７）第１２０１９号 平成１７年
８月１９日 �創和 浅田 良治 宇和島市長堀１－６－５ 平成２０年

６月９日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１９）第８３３２号 平成１９年
７月１４日 �徳田組 徳田登子夫 大洲市新谷乙１８２３ 平成２０年

６月１０日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

（般－１６）第１５６７０号 平成１６年
１２月６日 �橋本潜水工事 橋本 隆博 宇和島市栄町港３－７－

１０
平成２０年
６月１２日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第４０１６号 平成１８年
２月２１日 �東組建設 山内 紀明 西予市城川町田穂１１７ 平成２０年

６月２０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１２７７号 平成１９年
５月２０日 平建設� 平 好喜 北宇和郡鬼北町大字奈良

３８１５
平成２０年
６月２６日 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１７）第１４６３０号 平成１７年
９月２６日 脇田建設� 脇田 市郎 西宇和郡伊方町九町１－

１９０６－１
平成２０年
６月２７日 建築工事業 建設業の廃止

（法人→個人）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒甲１４番５から

同市上須戒丙１３番３まで

旧 ６．０～７．２ ０．０７５

新 ８．０～１４．２ ０．０７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒甲１４番５から

同市上須戒丙１３番３まで
平成２０年７月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市白滝甲３７０番１から

同市白滝甲３８７番まで

旧 １８．２～４７．０ ０．０６９

新 １８．２～３９．２ ０．０６９

愛 媛 県 報平成２０年７月１８日 第１９８２号

８０４



公 告

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成２０年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

平成２０年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２０年１０月８日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２０年１０月９日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２０年１０月１５日（水）午前９時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

平成２０年１０月２１日（火）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成２０年１１月４日（火）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２０年１１月１２日（水）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２０年１１月１７日（月）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２０年１１月２０日（木）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

平成２０年１１月２６日（水）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

平成２０年１０月８日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２０年１１月１３日（木）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２０年１１月１７日（月）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２０年１１月１８日（火）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２０年１１月２１日（金）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２０年１０月９日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２０年１０月１５日（水）午後１時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

平成２０年１１月４日（火）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２０年１１月１２日（水）午後１時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２０年１１月１８日（火）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２０年１１月２０日（木）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市白滝甲３７０番１から

同市白滝甲３８７番まで
平成２０年７月１８日
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平成２０年１１月２６日（水）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

２ 受講申請書の提出期間

平成２０年９月１日から各講習開催日の２日前まで（必着）

但し、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、平成２０年９月１日から各講習開催日の５日前までとす

る。

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 請求先

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会、各消防本部、各地方局総務県民課

� 提出先

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会

なお、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、返信用封筒（住所氏名を記入し８０円切手を貼ったも

の）を添えて提出すること。

�愛媛県教育委員会規則第１６号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年７月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（必要に応じて置く職員）

第１０条 省略

２～６ 省略

７ 社会教育主事は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の

３第１項及び第２項に規定する職務に従事する。

８～１３ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１０条 省略

２～６ 省略

７ 社会教育主事は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の

３第１項 に規定する職務に従事する。

８～１３ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２０年７月１８日 発行

愛 媛 県 報平成２０年７月１８日 第１９８２号
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